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○うるま市離島地域障害福祉事業助成金交付要綱 

平成３０年１２月２８日 

告示第２１９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市の離島地域における障害福祉事業の円滑な提供を図るため、

当該地域に居住する障がい者に居宅での支援等を行う事業者に対し、予算の範囲内に

おいて助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（助成金の交付対象地域） 

第２条 この告示により交付する助成金（以下「助成金」という。）の交付対象地域は、

沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第３号に規定する政令で定め

る島として指定を受けた津堅島とする。 

（助成金の交付対象事業） 

第３条 助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、次に掲げ

るとおりとする。 

（１） 障害福祉サービスにおける訪問系サービス 

（２） 障害福祉サービスの自立支援給付における相談支援事業 

（３） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）における障害児相談支援事業 

（４） 児童福祉法における保育所等訪問支援 

（５） 児童福祉法における居宅訪問型児童発達支援 

（６） 自立支援給付における補装具の給付 

（７） その他離島地域における障害福祉事業に関し市長が必要と認める事業 

（助成金の交付対象者及び経費等） 

第４条 助成金の交付対象となる事業者は、第２条に規定する交付対象地域外に所在す

る事業者であって、当該交付対象地域に居住し、助成対象事業を受ける障がい者（以

下「対象者」という。）に対し、助成対象事業を提供したものとする。 

２ 助成金の交付対象となる経費等は、前項に規定する事業者が対象者に助成対象事業

を行うために要した海路交通費、宿泊費及び運搬費（以下「交通費等」という。）並

びに離島支援調整額とする。 

３ 経費等の基準額及び助成率については、別表第１によるものとする。 
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（離島支援調整額の交付の条件） 

第５条 市長は、海路での移動に係る事業者の負担軽減のため、別表第１に規定する離

島支援調整額を交付することができる。 

２ 前項に規定する離島支援調整額の交付を決定するときは、次の条件を付すものとす

る。 

（１） 離島支援調整額については、毎年度２月実施分の交通費等に係る助成金の交

付決定後に、交付するものとする。 

（２） 離島支援調整額は、予算の範囲内で交付するものとし、基準額が予算額を超

えた場合には、基準額に別に定める助成率を乗じた額を交付するものとする。 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、離島地

域障害福祉事業助成金交付申請書（様式第１号）により市長に申請しなければならな

い。 

２ 前項の場合において、申請者は、助成対象事業を実施した月の翌月から別表第２に

掲げる各申請期限までに当該申請書を提出しなければならない。 

３ 申請者は、第１項の申請書に交通費等に要した費用の額に関する証拠書類を添付す

るものとする。 

（助成金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、助成対

象事業の実施状況を調査の上、助成金の交付の適否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交通費等に係る助成金の交付又は不交付を決定したとき

は、離島地域障害福祉事業助成金（交通費等）交付（不交付）決定通知書（様式第２

号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により離島支援調整額に係る助成金の交付又は不交付を決定

したときは、離島地域障害福祉事業助成金（離島支援調整額）交付（不交付）決定通

知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の交付方法） 

第８条 市長は、前条第２項及び第３項の規定による交付決定通知を受けた申請者に対

し、助成金を交付するものとする。 



‐3‐ 

２ 前項の規定により申請者が助成金の支払いを受けようとするときは、助成金請求書

（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（調査又は報告） 

第９条 市長は、助成対象事業の実施状況に関し必要があると認めたときは、当該事業

者について調査し、又は当該事業者にその報告を求めることができる。 

（助成金の返還） 

第１０条 市長は、事業者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認め

るときは、当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。 

２ 市長は、前項の規定により返還させる場合は、離島地域障害福祉事業助成金返還通

知書（様式第５号）により当該事業者に通知するものとする。 

（補則） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成３１年１月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月１日告示第４６号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後のうるま市離島地域障害福祉事業助成金交付要綱の規定は、

令和６年４月１日以後になされる交付申請に係る助成金ついて適用し、同日前になさ

れる交付申請に係る助成金については、なお従前の例による。 

附 則（令和７年５月１日告示第１２９号） 

この告示は、令和７年５月１日から施行する。 

別表第１（第４条、第５条関係） 

区分 基準額 助成率 

交通費

等 

海路交通費及

び運搬費 

助成対象事業を行うために要した額（最も経済的

な経路又は方法により算定した額とする。） 

１０分の１０ 

宿泊費 うるま市職員の旅費に関する条例（平成１７年う

るま市条例第４１号）第３条に定める宿泊料に相

１０分の１０ 
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当する額 

離島支援調整額 １往復の渡航につき「毎月勤労統計調査規則（昭

和３２年厚生労働省令第１５号）」第５条第１項

により実施される当該年度４月の地方調査によ

り沖縄県が公表する同規則第６条第１項第１４

号に属する産業における地方調査第二種事業所

の常用労働者の平均月間給与額の所定内給与の

額を１６０で除した額（その額に１円未満の端数

が生じる場合は、これを切り上げるものとする。） 

予算の範囲内に

おいて１０分の

１０以内 

別表第２（第６条関係） 

助成対象事業実施期間 申請期限 

３月から４月までの実施分 ６月末までに申請 

５月から７月までの実施分 ９月末までに申請 

８月から１０月までの実施分 １２月末までに申請 

１１月から２月までの実施分 ３月１０日までに申請 
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